
ジョブ・カードとは、従業員一人ひとりが自分自身のキャリアを見つめ直し、成長
することを手助けするツールです。従業員がジョブ・カードを書き、キャリア・プ
ランを明確化することで、仕事や能力開発に目的意識を持って取り組むことができ
るようになり、職場への定着率の向上も期待できます。その結果、企業組織全体の
活性化も期待されます。

教育訓練の成果の評価（様式3-3-1-1)、職場での仕事振りの評価(様式3-3-1-2)を、
評価担当者が記入し、「職業能力証明ツール」として活用することができます。職
業能力証明ツールは、従業員が今後、どのように能力開発を行っていくかの指針と
なり、仕事や能力開発に目的意識を持って取り組むことができるようになりますの
で、ぜひご活用ください。

ジョブ・カード様式3-3
職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート

活用ガイド

厚生労働省 人材開発統括官ジョブ・カード制度総合サイト 検索

ジョブ・カードの活用については、お近くの都道府県労働局にお問い合わせください。

あしたを拓く人を創る「ジョブ･カード制度総合サイト」https://jobcard.mhlw.go.jp
ひら つく

認定職業訓練の実施企業の皆様へ

ジョブ・カードとは？

ジョブ・カード様式３－３とは？

LL310214開キ01



Step１ 「在職者氏名」欄などの記載

● ①「職務」欄から④「評価実施企業」欄にそれぞれ必要事項を記載します。

Step２ 「Ⅰ 評価期間における職務内容」欄の記載

● ⑤「評価期間」欄に、評価対象となる期間を記載してください。

● ⑥「職名・雇用形態」欄に、被評価者の職名と雇用形態を記載してください。

● ⑦「職務内容」欄に、被評価者の職務内容を記載してください。

Step３ 「Ⅱ 職務遂行のための能力」欄等の記載

● ⑧「能力ユニット」欄には、当該被評価者に割り振られた業務を記載してください。

● ⑪「職務遂行のための基準」を職務の遂行に当たって必要な能力を設定し記載します。

● ⑫「コード」欄には引用したコード、⑭「評価基準の出所」欄には、引用した出所を記載してく

ださい。（汎用性のある評価基準から引用した場合のみ記載。）

● 様式3-3-1-1を作成する場合は、「Ⅲ技能・技術に関する能力 （１）基本的事項 （２）専門的

事項」欄もそれぞれ記載してください。

Step3「Ⅱ 職務遂行のための能力」、「Ⅲ 技能・技術に関する能力」

欄は独自に設定することもできますが、既存の評価基準（汎用性のある

評価基準）から引用することができます。

詳しくは７~１０ページ参照。

※人材開発支援助成金の申請書類として作成する場合は、その要件通り

に作成するようお願いします。

！

※４～５ページ目の作成例と併せてお読みください

１

ジョブ・カード様式3-3 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート

職務内容等の記載方法
訓練前
(作成)



Step1「労働者による自己評価」、Step2「評価担当者による評価」では、『ABCの３段

階で～』としておりますが、『SABC』等の独自の評価項目を設定しても構いません。組

織の風土や文化を考慮し、柔軟にカスタマイズしてご活用ください。

また、既存の評価基準を活用することもできます。

詳しくは３ページまたは１０ページ参照。

※人材開発支援助成金の申請書類として作成する場合は、

その要件通りに作成するようお願いします。

Step１ 労働者による自己評価

● まずは労働者が自己評価を行い、⑨「自己評価」欄にABCの3段階で評価結果を記載してください。

Step２ 評価担当者による評価

● 評価担当者が評価し、⑩「企業評価」欄に、ABCの3段階で評価結果を記載してください。

また、⑬「総評・コメント」欄に、訓練や日頃の業務を踏まえ、特に評価できることや、今後の努

力に期待することなどを記載してください。

その後、評価責任者が評価担当者の評価した内容などを確認し、必要に応じて修正してください。

● 評価後は、評価を証明するものとして④の『評価責任者』の項目に署名または押印をお願いします。

● 評価を実施するタイミングは、評価を行う企業等で決めることができます。様式3-3-1-1（教育訓

練の成果の評価）であれば、訓練前から訓練後のタイミング、様式3-3-1-2（職場での仕事振りの評

価）であれば、一定の期間を設定し評価することができます。

また、中間評価、最終評価など、複数に分けて実施することも有益です。

Step４ 労働者に対する説明・助言指導

● 労働者に、評価内容を説明し、必要な助言・指導を行って、ジョブ・カードを交付してください。

また、必要に応じ、労働者、評価担当者、評価責任者の間で評価にかかる意見交換を行うのも効果

的です。

ジョブ・カード様式3-3 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート

職業能力評価の実施方法
訓練後
(評価)

※４～５ページ目の作成例と併せてお読みください

！

２



評価責任者、評価担当者とは？

職業能力評価の判定基準

ジョブ・カード様式３－３職業能力証明（訓練成果・実務成果）シートを活用した職業能力評価

は、「職務遂行のための基準」欄の評価項目ごとに、ABCの３段階評価により実施してください。

また、評価を行うためのガイドラインもありますので、併せてご活用ください。

（詳しくは１１ページ）

Ａ：常にできている

● 「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動より､質の高い職務行動がとられている。

● 頻度で判断することが適当な項目の場合、「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動が常に

（おおむね80％以上）とられている。

Ｂ：大体できている

● 「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動がとられている。

● 頻度で判断することが適当な項目の場合、「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動がおおむ

ね（おおむね20％以上80％未満）とられている。

Ｃ：評価しない

● 「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動がとられていない。

● 頻度で判断することが適当な項目の場合、「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動がとられ

ている頻度が低い（おおむね20％未満）。

※ 職業能力評価の判定基準

評価責任者
評価担当者から労働者の職業能力評価の状況について報告を受け、評価担当者

に必要な指導などを行います。

評価担当者
労働者へ直接評価を行いながら説明、助言、指導をする者。（例えば被評価者

の直属の上司など。）

参考
「ジョブ・カード様式３－３ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート」 を活用する際の

評価者と判定基準について

公平・客観的な職業能力評価を行うためにも、あらかじめ責任者である価責任者と評価担当者を選

任して評価を行ってください。評価責任者と評価担当者の役割は次のとおりです。

３



教育訓練の成果の評価「様式３－３－１－１」（評価前の作成例）

作成例

４

訓練時の職務

　　　　　　　　訓練参加者氏名 キャリア　太郎

平成■年●月▲日

実習実施企業 所在地 　東京都千代田区霞ヶ関 評価責任者　氏名　　　　　人開　　太郎 印

名称 厚生労働省

印 　

Ⅰ　企業実習・ＯＪＴ期間内における職務内容

A B C A B C
○ ○ (1)

○ ○ (2)

○ ○ (3)

○ ○ (4)

○ ○ (5)

○ ○ (1)

○ ○ (2)

○ ○ (3)

○ ○ (4)

○ ○ (5)

　(総評・コメント)

A B C A B C
○ ○ (1) Ｂ００３１０１

○ ○ (2) Ｂ００３１０１

○ ○ (3) Ｂ００３１０１

○ ○ (4) Ｂ００３１０１

○ ○ (5) Ｂ００３１０１

○ ○ (6) Ｂ００３１０１

○ ○ (1) Ｂ００３１０１

○ ○ (2) Ｂ００３１０１

○ ○ (3) Ｂ００３１０１

　(総評・コメント)

A B C A B C
○ ○ (1) E245011002

○ ○ (2) E245011002

○ ○ (3) E245011002

○ ○ (4) E245011002

○ ○ (5) E245011002

○ ○ (1) E245011002

○ ○ (2) E245011002

○ ○ (3) E245011002

○ ○ (4) E245011002

○ ○ (5) E245011002

　(総評・コメント)

(注意事項)

関係部門との連携による
業務の遂行

自部門の業務プロセスの詳細や役割分担を把握している。

仕事の進め方に曖昧な点がある場合には、そのまま業務を進めることなく、関係者に質問して疑
問点を解決したうえで業務を遂行している。

他部門の仕事内容を理解したうえで、質問や助言を求められた際には快く対応している。

電気、エアーを知っている

プレス機械の選択ができる

プレス機械の運転ができる

曲げ加工

技術者倫理の遵守

日常の業務に関連する法的又は倫理的な問題について常に問題意識をもって取り組んでいる。

正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしたり、盗用したりしない。

考える力（向上心・探求心
を持って課題を発見しなが
ら職務を遂行する能力）

作業や依頼されたことに対して、完成までの見通しを立てて、とりかかっている。

新しいことに取り組むときには、手順や必要なことを洗い出している。

仕事について工夫や改善を行った内容を再度点検して、さらによいものにしている。

上手くいかない仕事に対しても、原因をつきとめ、再チャレンジしている。

不意の問題やトラブルが発生したときに、解決するための対応をとっている。

（２）　専門的事項　　（「職務遂行のための基準」ごとに、該当する欄に○を記入）
　（評価基準の出所：独立行政法人雇用・能力開発機構「日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール」　）
A：常にできている　B：大体できている　C：評価しない　　　　「評価を行わなかった」場合は／（斜線）でＣ欄を消す

能力ユニット
自己評価 企業評価

働く意識と取組（自らの職
業意識・勤労観を持ち職務

に取り組む能力）

出勤時間、約束時間などの定刻前に到着している。

上司・先輩などからの業務指示・命令の内容を理解して従っている。

仕事に対する自身の目的意識や思いを持って、取り組んでいる。

法令や職場のルール、慣行などを遵守している。

お客様に納得・満足していただけるよう仕事に取り組んでいる。

（１）　基本的事項　　（「職務遂行のための基準」ごとに、該当する欄に○を記入）
A：常にできている　B：大体できている　C：評価しない　　　　「評価を行わなかった」場合は／（斜線）でＣ欄を消す

Ⅲ　技能・技術に関する能力

職　務　遂　行　の　た　め　の　基　準 コード

自分の職務や専門分野に関連する時事問題に関心をもち、日ごろから問題意識を高めている。

自らの専門分野における技術的問題について、それらの研究又は開発によってもたらされる地域
社会や生産活動への影響を認識している。

技術分野の環境面又は法的な時事問題について自らの仕事に関連づけて理解している。

技術者としての自覚や社会的責任をもって仕事をしている。

１　「区分」欄には、「企業実習」又は「OJT」を記入してください。
２　「コード」欄には、「職務遂行のための基準」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください。
３　記入しきれないときは、適宜枠の数を増やす等により記入してください。
４　本シートは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
　供されるものをもって作成することができます。

能力ユニット
自己評価 企業評価

職　務　遂　行　の　た　め　の　基　準 コード

機械の始業点検と注油ができる

曲げ加工用プレス機械の種類を知っている

絞り加工

絞り加工用プレス機械の種類を知っている

電気、エアーを知っている

プレス機械の選択ができる

プレス機械の運転ができる

プレス機械の始業点検と注油ができる

平成■年×月▲日
から
平成■年◆月×日

OJT
金属加工における現場のオペレーションに従事するとともに、上司の指導を受けながら、在庫管理、コスト

管理などを含めた業務計画の策定作業に従事した。

Ⅱ　職務遂行のための基本的能力　　（「職務遂行のための基準」ごとに、該当する欄に○を記入）
A：常にできている　B：大体できている　C：評価しない　　　　「評価を行わなかった」場合は／（斜線）でＣ欄を消す

能力ユニット
自己評価 企業評価

職　務　遂　行　の　た　め　の　基　準

様式３－３－１－１　職業能力証明（訓練成果･実務成果）シート

上記の者の訓練期間における訓練職務内容と当社としての職業能力についての評価は、以下のとおりです。

代表者氏名　　　　　厚労　太郎

期　　　　間 区分 職　　務　　内　　容

 （企業実習・OJT用）　
金型加工

中略

中略

1

2

3

4

5 6
7

8
9 10

11

13

8 11 12

14

8 11 12

中略

13

13



職場での仕事振りの評価「様式３－３－１－２」（評価前の作成例）

職務

　　　　　　　　　　在職者氏名

平成■年●月▲日

評価実施企業 所在地 　東京都千代田区霞ヶ関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価責任者　氏名　　　　　人開　　太郎 印

名称 厚生労働省

印 　

Ⅰ　評価期間における職務内容

A B C A B C

(1) E245011002

(2) E245011002

(3) E245011002

(4) E245011002

(5) E245011002

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) E245011012

(2) E245011012

(3) E245011012

(4) E245011012

(5) E245011012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

　(総評・コメント)

(注意事項)

曲げ加工

絞り加工

製造
キャリア　太郎

電気、エアーを知っている

プレス機械の選択ができる

プレス機械の運転ができる

電気、エアーを知っている

プレス機械の選択ができる

プレス機械の運転ができる

評　価　期　間 職名・雇用形態 職　　務　　内　　容

様式３－３－１－２　職業能力証明（訓練成果･実務成果）シート　　　

（在職労働者の実務経験の評価用）

上記の者の評価期間における職務内容と当社としての職業能力についての評価は、以下のとおりです。

代表者氏名　　　厚労　太郎

プレス機械の始業点検と注油ができる

平成■年×月▲日
から
平成■年◆月×日

・製造
・一般職員
・雇用形態【正社員】

金属加工を行う業務に従事。

Ⅱ　職務遂行のための能力　　（「職務遂行のための基準」ごとに、該当する欄に○を記入）

                                    　（評価基準の出所：独立行政法人雇用・能力開発機構「日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール」　）
A：常にできている　B：大体できている　C：評価しない　　　　「評価を行わなかった」場合は／（斜線）でＣ欄を消す

能力ユニット
自己評価 企業評価

職　務　遂　行　の　た　め　の　基　準 コード

曲げ加工用プレス機械の種類を知っている

機械の始業点検と注油ができる

絞り加工用プレス機械の種類を知っている

１　「コード」欄には、「職務遂行のための基準」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください。
２　記入しきれないときは、適宜枠の数を増やす等により記入してください。
３　本シートは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の
  用に供されるものをもって作成することができます。

4

1

2

3

5 6
7

8
10

12

13

9 11

中略

14

作成例

５



1 サイトにアクセス

3 Ⅱ 職務遂行のための基本的能力を引用

ジョブ・カード制度総合サイト 検 索

●ジョブ･カード制度総合サイト
（https://jobcard.mhlw.go.jp）

ジョブ・カード様式３－３－１－１「Ⅱ職務遂行のための基本的能力」

及び「Ⅲ技能・技術に関する能力（１）」を参照できるサイト

中 略

2 Excel形式の様式のダウンロードを選択

3 Ⅲ 技能・技術に関する能力（１）を引用

Ⅲ 技能・技術に関する能力（１）は、

①事務系用②技能系用③技術系用の
３種類があらかじめ用意されています。

参照
サイト

６

https://jobcard.mhlw.go.jp/


1 サイトにアクセス 2 業種一括ダウンロード

3 業種を選択 4 評価基準の様式から引用

職業能力評価基準ポータルサイト 検 索

●職業能力評価基準
（https://www.shokugyounouryoku.jp/）

汎用性のある評価基準の一部
参照
サイト

７

https://www.shokugyounouryoku.jp/


1 サイトにアクセス

2 様式から引用

モデル評価シート 検 索

●モデル評価シート
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000127397.html）

中 略

参照サイト：汎用性のある評価基準の一部

８

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000127397.html


日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール 検 索

●日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール
（http://www.jeed.or.jp/js/kyushoku/dual/course/ndtool2.html）

1 サイトにアクセス 2 モデル訓練科データを選択

ジョブ・カード様式3-3-1-1の作成

3 分野を選択 4 ファイルをダウンロード

5 様式から引用

９

参照サイト：汎用性のある評価基準の一部

http://www.jeed.or.jp/js/kyushoku/dual/course/ndtool2.html


職業能力の体系 検 索

●職業能力の体系
（http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/statistics/system_list/index）

1 サイトにアクセス

3 活用する分野の様式４を選択

2 職業能力の体系を選択

4 様式から引用

中 略

１０

参照サイト：汎用性のある評価基準の一部

http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/statistics/system_list/index


判定目安表（評価ガイドライン）一覧表 検 索

●判定目安表（評価ガイドライン）一覧表
（https://www.shokugyounouryoku.jp/）

1 サイトにアクセス

2 それぞれの判定を参考に活用

判定目安表（評価ガイドライン）一覧表
参照
サイト

１１

https://www.shokugyounouryoku.jp/

